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令和３年３月１７日 

 

学生・保護者 各位 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関する対応について 
 

 

 ４月６日(火)に始業式，４月７日（水）から前期授業を開始しますが，学校として引き続き新

型コロナウイルス感染症対策を行ってまいりますので，皆様のご理解とご協力をお願い申しあげ

ます。大分県の医療状況，学内や寮の対応状況に鑑み，令和３年度は始業時刻を通常時より遅ら

せ９時とし，９０分授業を行います。  

なお，状況次第では変更する場合がありますので，本校のホームページでご確認ください。 

 

【授 業】 

SHR(全学年)   ９：００～ 

１ 限   ９：１０～１０：４０ 

２ 限  １０：５０～１２：２０ 

（昼休み）  

３ 限  １３：１０～１４：４０ 

４ 限  １４：５０～１６：２０ 

（掃 除）       ～１６：３５ 

  １８：３０までに下校  

 

  ・ 毎朝，検温してください。 

  ・ 必ずマスクを着用してください。 

  ・ 授業中の水分補給を認めます（こまめに水分をとりましょう）。 

  ・ 手洗いを励行しましょう。特に実験実習など器具を扱う場合にはその前後で手洗いをし

てください。 

  ・ 近距離での密接会話や発声とならないようにしましょう。 

  ・ 精勤皆勤賞のカウントを令和３年度より再開します。 

 

発熱等の体調不良の場合（６ページ参照） 

  ・ 発熱や風邪などの体調不良の場合には登校を控えてください（診断書不要）。 

    この場合，担任もしくは学校に前もって連絡し，登校時に健康観察カード（保護者の印），

（健康回復後からの）学修記録帳（保護者の署名とありますが印でも結構です）及び公欠

願の提出により公欠（専攻科は欠席に数えない）とします。 

  ・ 発熱や風邪の症状が継続して欠席した場合や，肺炎が疑われるような強いだるさ，息苦

しさ，高熱等がある場合には，かかりつけの医師もしくは最寄りの保健所に連絡し指示を

受け，担任又は学校に状況をご連絡ください。 

 

新型コロナウイルス感染症に罹患もしくは濃厚接触者となった場合 

  ・ 最寄りの保健所に連絡し指示を受け，担任又は学校に状況をご連絡ください。 

  ・ ２週間（罹患者は治癒後2週間）登校を停止し，自宅待機を経て体調に異常がなければ

医師の確認の下,登校可とします。登校時に健康観察カード （保護者の印），治癒後から

の学修記録帳（保護者の印）及び公欠願を提出してください。 
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健康観察カードについて 

  毎日検温してください。発熱等で欠席する場合，健康観察カードに記録してください。公欠

手続きに必要となります。 

 

 

【部活動】 

  部活動の“密”と，寮の風呂での“密”を回避するため，引き続きＡ・Β２グループに分け，

平日は一日おきに，土日祝日は午前・午後に分けて活動することとします。 

また，従前から実施している月曜日から金曜日及び土日のうち，それぞれ１日は休養日を

設けることについては，既に平日に２日又は３日の休養日を設定して割り振っていることか

ら，土日両日の練習を可能とします。 

  なお，１日の活動時間については，平日は２時間，土日祝日は３時間程度とし，補講日を含

めた授業実施日の活動開始時間は、16時20分（ALH実施日の水曜日は16時30分）とします。 
 

Ａ 野球，バレー，バスケット，柔道，⽔泳，空⼿，テニス，⼸道， 
英語，軽⾳楽，気象天⽂，ロボット研究，茶道，科学，書道 

Β サッカー，卓球，ソフトテニス，陸上競技，剣道，ラグビー，少林寺拳法， 
バドミントン，写真，囲碁将棋，吹奏楽，ボランティア，電⼦計算機，⽂芸，美術 

 

活動日程（Ａ・Ｂグループの割振り）については，Teamsにて周知します。  

 

 ＜部活動実施にあたっての注意事項＞ 

  ・ 体調不良（発熱，咳などの風邪症状）の学生は参加しない。 

  ・ 部活動の参加は自主的なものとし，参加を強要しない。 

  ・ 感染リスク３条件が重なる状況を避ける。 

  ・ 間近で会話や発声をする場面では，マスクを着用する。 

  ・ 屋内では１部屋の人数を減らすため，活動の時間差を設ける，学生同士が手の届く距離

で活動しない，向かい合って活動しないなどの工夫をする。 

  ・ 互いに接近したミーティング等を避ける。 

  ・ 更衣室等は，時間差で使用させるなど，狭い空間での接触を避ける。 

  ・ 屋内の活動については，換気扇を常時稼働させるとともに，30分に１回5分程度の換気

（２方向のドアや窓を開けて）を行う。 

  ・ 多数の学生が触れる用具を使用する場合の定期的な手洗い，咳エチケットなどの基本的

な対策を徹底する。 

  ・ 大きなかけ声などの活動を避ける。 

  ・ 水分補給のためのボトルなどは個人で用意し，回し飲みはしない。 

  ・ 活動後は多数の学生が触れる用具や設備（ドアノブ，スイッチなど）を適宜，消毒液を

使用して清掃する。学校から配布された消毒液等は部活毎に管理する。 

  ・ 部活終了後は，18時30分までに消毒，着替えを完了し，帰宅する。 
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【寮生活】 

食 事 

・ 食堂入口にて，アルコール消毒あるいは石鹸で手洗いを行ってください。 

・      朝：従来どおり 

昼：平日は弁当を食堂で配布します。休日は弁当とせず，食堂で食べてください。 

食堂は１・２・３寮と４・５寮が週代わりで利用してください。 

平日は弁当を食堂で配布します。食堂は１・２・３寮と４・５寮が週代わりで利

用してください。 

休日は弁当とせず，食堂で食べてください。１・２・３寮と４・５寮でタイムシ

ェアをお願いします。 

    夕：１・２・３寮と４・５寮が週代わりでタイムシェアします。 

          17:00～18:30 

          18:30～19:30 

       前半の時間帯に割り当てられた場合，部活動を17:30に切り上げて帰寮し，夕食を 

とってください。 

・ 使用後は，各自で机の上に置いてある消毒液を含んだ布巾で机・椅子・仕切り板を消毒 

してください。 

 

風 呂 

  男子風呂は２・３寮と４・５寮が週代わりで利用してください。 

          16:30～18:30 

          18:30～21:00 

  ・ 前半の時間帯に割り当てられた場合，部活動を 17:30に切り上げて帰寮し，風呂を利用 

してください。 

 

部 屋 

  ・ 感染防止を徹底するため「一人一部屋」を基本とします。 

  ・ 通学生の入寮は禁止します。 

  ・ 本人の部屋以外，寮内では必ずマスクを着用してください。 

 ・ 各寮各階と全トイレおよび各部屋にある手指消毒用アルコールで頻繁に消毒してくだ

さい。 

  ・ 部屋の換気を放送に合わせて行ってください。 

  ・ Adaptive Cardを用いた朝・夜の健康チェックを継続します。 

 

その他 

  ・ 夜点呼の集団点呼，点呼報告は実施しません。 

・ 巡回終了後，各寮各階の担当学生はアルコールで各寮各階内のすべてのドアノブを消

毒してください。 

  ・ 朝点呼は各寮の担当学生が8:15に寮管理棟事務室で報告することとします。 

  ・ 咳，喉の痛み，発熱等の症状がある場合は，Adaptive CardまたはTeamsを使って当直者

と寮務主事室に連絡し，保護者連絡の上ただちに帰宅してください。その場合，公欠

対応のため健康観察カードを付けてください。 

・  病院への引率は行いません。 

・  食事や風呂の時間は，下記のような資料を毎月Teamsで配布します。 
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【学生相談室】 

  カウンセラーによる対面及び遠隔の学生相談(office365 Teams使用)を継続します。 

  （電話またはメールでお問い合わせください)。 

 

   大分高専 学生相談室 https://www.oita-ct.ac.jp/soudan/ 

    電 話 ０９７－５５２－６４２０ 

    メール hoken@oita-ct.ac.jp 

 

  高専機構 ＫＯＳＥＮ健康相談室 https://www.kosen-k.go.jp/about/staff/kenkou.html 

   「「KOSEN健康相談室」は，民間の専門機関によるメンタルヘルスサービスを利用して多

くの学生や教職員が気軽に相談できる環境を提供することにより，「メンタルヘルスに対す

る"気づき・治療"の促進」と，「心身にわたる健康の保持・増進」を目的として設置してい

ます。 

   従来の学内相談体制に加え，「KOSEN健康相談室」を利用すれば，学生本人及びその家族

が無料で電話相談やカウンセリングを受けることができます。 

   また，各高専の教職員についても，本サービスを無料で利用することができ，学生支援の

みでなく，教職員の健康管理にも資するものとなっています。」 

 

【図書館】 

  図書館は，本校学生のみ利用可能です。 

  平日の９時 ～１８時３０分及び土曜日の１０時～１６時３０分までとします。   

「メディア閲覧室」については，当面は円状の机を分割した状態でのみ使用を認めます。 

 

【その他】 

 〇 授業終了後は，課外活動，補習，追認試験等の教員指導のもとの活動のみ許可します。 

 〇 放課後の教室は，許可なく学生のみの利用はできません。 

 〇 学校施設の外部への貸し出しは当面の間，中止します。 
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学⽣の体調不良時の対応（新型コロナウイルス感染症対策）

登校前、体調不良・発熱がある場合
授業中に体調不良の⾃覚症状がある場合

登校前、体調不良・発熱がある場合 授業中に体調不良の自覚症状がある場合

（発熱・強い倦怠感等）

登校を控え，担任もしくは教育⽀援係
（097-552-6359）へ連絡

＊保護者の皆様
⽇中、確実に連絡がとれるようお願いします。

学校では、新型コロナウイルス感染か他の疾患か判
断が困難です。必要時受診をお願いします。

学校が下校を判断、
担任から保護者へ連絡
迎えに来てもらう

帰宅

○受診相談の⽬安
まずは「かかりつけ医」など⾝近な医療機関に電話して、受診相談をする
相談先に迷う場合には、受診相談センター（097-506-2755・24時間対応）に電話して相談する

○受診した場合
結果を担任もしくは教育⽀援係（097-552-6359）へ連絡する

○本⼈が新型コロナウイルス感染症に罹患及び濃厚接触者 となった場合
担任もしくは教育⽀援係（097-552-6359）へ状況を連絡する
2週間（罹患者は治癒後2週間）登校を停⽌し、⾃宅待機を経て体調に異常がなければ、医師の確認の下、登校可。
登校時に健康観察カード（保護者印）を提出する。

〇同居家族が新型コロナウイルス感染症に罹患
及び濃厚接触者となった場合
学⽣の登校については、保健所の指⽰に従う。

〇感染症が確認された場合の学校の対応
学校は保健所へ濃厚接触者を特定する調査への
協⼒を⾏います。学⽣が濃厚接触者と特定された
場合やPCR検査の対象となった場合、保護者の⽅
の了承を得て、学⽣の個⼈情報について学校から
保健所に情報提供しますのでご了承ください。

症状回復 教室へ
担任へ状況報告

寮⽣の場合
担任，学⽣⽣活係に連絡の上，保護者
に連絡して帰省

症状改善なし
担任へ状況報告
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大分工業高等専門学校窓口 
 

  事務手続きやその他，お困り事がございましたら，下記担当部署にご連絡ください。 

※ 電話番号は，局番（097-552）に続けてダイヤルしてください。 

 

担当部署 担当部署 電話番号 主 な 業 務 

総務課 財 務 係 6190 授業料，寄宿料等の徴収に関すること 

学生課 

教育支援係 6359 

授業時間割編成，教科書や体操服・実習服等の購入， 

学業成績，成績証明書発行，進学関係，転学関係， 

校外実習，その他教務に関すること 

学生支援係 6365 
奨学金，授業料の免除，学生旅客運賃割引証の発行， 

課外活動，就職，その他学生の福利厚生に関すること 

保 健 室 6420 健康診断，保健衛生に関すること  

学生生活係 6482 学生の入退寮，寮経費徴収，その他寮務に関すること 

図 書 係 6084 
図書・雑誌等の閲覧及び貸出，文献情報の提供，その他

図書館の資料に関すること 

学生相談室 6420 学校生活全般に関する相談 


